
             
■指導行政のポイント 

教員の“精神性疾患”への対応 
                                      

 昨年末，文部科学省は，平成 13 年度中に病気に
より休職をした教員の数を公表した。それによると，
全国の小・中・高校等における病気休職者は 5,228

人で，そのうち精神性疾患による休職者が 2,503 人
と約半数に及んでいる。 

状況によっては受診命令も 
 推移をみると，平成３年の精神性疾患による休職
者は 1,129 人であったから，ここ 10 年でその数は
倍増していることになる。これは精神性疾患の教員

が増えたのか，それとも精神性疾患の教員の人事管
理が適正になったゆえか。 
 いずれにしても，この数字は，実態に比して少な

いように思う。公立学校の教員数は約 90 万人であ
る。2,500 人というと，全体の約 0.3％にすぎない。
経験的にみて，精神性疾患をもつ教員は少なくとも

この倍はいると思うが，どうだろうか。 
 教員が精神性疾患で休職発令になるのは，よほど
の場合である。子どもや親から苦情が出て，同僚教

員からみても，学習指導や生徒指導や学級経営等に
問題があることが明らかになっても，休職にいたる
のは容易ではない。 

 精神性疾患の特徴は，患者に病識がないことであ
る。このため，明らかに異常と思われるので，受診
を勧めても，本人自身が受診に同意しないケースが

少なくない。 
 精神性疾患の疑いがある教員に対しては，服務監
督者は，受診指導だけでなく，状況によっては，受

診命令を出すことも躊躇すべきではない。 
 かつて，結核が治癒困難な難病であったころ，児
童・生徒の健康への影響を考慮して，結核に罹患し

た教員を教壇に立たせないようにするため，結核審
査会を設け，その審査によって休職発令を行った。 
 精神性疾患についても，すでに多くの都道府県で

は精神性疾患審査会等を設けて類似の対応をしてい
るが，精神性疾患となると，人権問題がからむだけ
に，結核休職のように簡単にはいかないようだ。 

求められる人事管理の適正化 
 平成13年の地方教育行政法の改正により，「指導
力不足教員」の特例措置が法制化された。しかし，

改正法成立後に出された文科省通知（平成 13 年８
月 29日，事務次官通知）は，「指導を適切に行うこ
とができない原因が，精神性疾患に基づく場合には，

本措置の対象にはならないものであって，医療的観
点に立った措置や分限処分等によって対応すべきも
の」と示している。 

 となると，精神性疾患の対応は，従来どおりとい
うことになるが，前述のように精神性疾患をもつ教
員の医療的措置もままならない。まして，分限処分

（分限退職または分限休職）となると，これは“言
うは易く行うは難し”である。 
 しかし，児童・生徒の教育への影響を考えれば，

精神性疾患をもつ教員の人事管理を困難だからとい
うことで先延ばしすることは許されない。指導力不
足教員と精神性疾患をもつ教員は重なる場合が少な

くない。指導力不足教員の人事管理の適正化ととも
に，精神性疾患を有する教員の対策に真剣に取り組
む必要がある。 

（ひしむら・ゆきひこ＝公立学校共済組合理事長） 
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